
京都市版地域ＤＯＴＳ事業（ど～どすＤＯＴＳ事業）実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第５３条の１４及び第５３条の１５並びに結核に関する特定感

染症予防指針（平成１９年厚生労働省告示第７２号）第３の２に基づき、京都市版地域

ＤＯＴＳ事業（以下「地域ＤＯＴＳ」という。）を実施することにより、治療脱落・中

断を防止して結核患者を確実に治癒させるとともに、再発及び多剤耐性結核の発生を予

防して治療成功率を向上させ、もって結核罹患率の低下を図ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、保健所とする。 

 

（対象者） 

第３条 本事業の対象者は、治療を行う全結核患者（潜在性結核感染症を含む）とする。 

 

（事業内容） 

第４条 各区役所・支所は、「「結核患者に対するＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）の推

進について」の一部改正について」（平成２３年１０月１２日健感発第１０１２第５

号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）に基づき、対象者に対し、次に掲げる事

項を行う。 

⑴ 治療中断リスクの評価 

⑵ 個別患者支援計画の作成、評価及び見直し 

⑶ 個別患者支援計画に基づく服薬支援 

⑷ 治療成績評価及び服薬支援実施状況の評価 

 

（実施方法） 

第５条 治療中断リスク等の評価は、対象者との面接及び関係者からの情報収集によ

り実施する。 

２ 服薬支援は、対象者の背景、実情に合わせた服薬確認方法により、リスクに応じ

た支援頻度で実施する。 

３ 前項の場合においては、各区役所・支所の保健師及び服薬支援看護師、地域ＤＯ

ＴＳ事業協力薬局の薬剤師が、対象者に対し、直接又は入院・通院医療機関、入所

施設若しくは訪問看護等の関係機関と連携して実施する。 

 

 



４ 各区役所・支所等は、服薬支援を行うために必要な対象者の結核菌検査情報及び

通院状況等の把握を行う。 

 

（服薬支援実施状況の評価） 

第６条 各区役所・支所等は、別に定めるコホート検討会実施マニュアル（以下「マ

ニュアル」という。）に基づき、各対象者についてコホート検討会を実施し、服薬支

援実施状況等の評価を行う。 

２ 保健所は、年１回以上京都市コホート検討会（ＤＯＴＳ大会）を実施し、各区役

所・支所の服薬支援実施状況の報告をもとに、支援事例の検討、共有等を図る。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（関係要領の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、京都市ど～どすＤＯＴＳ事業地域ＤＯＴＳ実施要領は、

廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（関係要領の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、京都市版地域ＤＯＴＳ事業（ど～どすＤＯＴＳ事業）実

施要領は、廃止する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

 


